
建築設計標準の改訂案

○建築設計標準に以下の内容を追記する。

• 自動的に解錠又は通報等されることについては、トイレ内外に設定時間及びその旨の表示をすることにより、
事前に利用者に対して知らせる。なお、設定時間経過後に戸が自動で開くものについては、戸が自動で開かない
設定に変更するなど、利用者の尊厳が守られるよう配慮する。・・・①

• 施設管理者等が通報等を受け、戸を開けようとする際には、事前に利用者へ声かけを行い内部の状況を確認す
る等、利用者の尊厳が十分に守られるよう配慮する必要がある。・・・②

＜追記箇所＞ 建築設計標準 P.105 「自動式引き戸」

戸の開閉盤（トイレの内側）の横に
設定時間等の表示がされている事例

＜設計例＞

を追記するとともに、留意点として②を追記
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